
京都市告示第   号 

 京都市水路等管理条例第２条第１号の規定に基づき，水路等を次のように指定し，

同条例第３条第１項の規定に基づき，次の水路等を廃止及び一部廃止します。 

 当該水路等の起点から終点までの経路を表示する図面は，京都市建設局において

告示の日から２週間公衆の縦覧に供します。 

  令和２年１２月１日 

京都市長 門 川 大 作   

（指定水路等） 

整理 

番号 名 称 
起            点 

終            点 

１ 六原水0008号 
東山区音羽町320番地地先 

同町324番地の２地先 

２ 梅津水0120号 
右京区梅津中村町12番地の７地先 

同町14番地の18地先 

３ 梅津水0121号 
右京区梅津中村町14番地の７地先 

同町８番地の９地先 

４ 大枝水0207号 
西京区大枝沓掛町11番地の１地先 

同町11番地の47地先 

５ 川島水0096号 
西京区川島尻堀町45番地地先 

同町46番地の２地先 

６ 桂 水 9 0 0 7号 
西京区桂河田町300番地の２地先 

同町300番地の８地先 

７ 西院水0014号 
右京区西院乾町110番地地先 

同町73番地の２地先 

 

（廃止水路等） 

整理 

番号 名 称 
起            点 

終            点 

１ 下鳥羽水9018号 
伏見区下鳥羽南柳長町59番地地先 

同町61番地地先 

 

（一部廃止水路等） 

整理 

番号 名 称 
起            点 

終            点 

１ 西院水0007号 
右京区西院乾町24番地地先 

右京区西院乾町73番地の２地先 

         （建設局土木管理部道路明示課） 

京都市長　門　川　大　作　　
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